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  目      次  
    

   規  則 

 ○富山県手数料条例施行規則の一部を改正する規則           １ 
 ○富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正す  

  る規則                              ２ 

   告  示 

 ○道路の区域変更                           
 ○道路の供用開始                          ３ 
 ○指定納付受託者の指定                        
 ○換地処分                             ４ 
 ○土地改良区の定款変更の認可                     

   訓  令 

 ○富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令              ５ 
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規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県手数料条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第41号 

   富山県手数料条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県手数料条例施行規則（平成12年富山県規則第５号）の一部を次のように改 

正する。 

 第３条の見出し中「第４条第２項ただし書」を「第４条第３項」に改め、同条中 

「第４条第２項ただし書」を「第４条第３項」に、「同項ただし書」を「同項」に 

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

                              （財 政 課）  

毎週月.水.金曜日発行 
令和４年９月30日 

金 曜 日 
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 富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則を 

公布する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第42号 

   富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正    

   する規則 

 富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（令和４年富山県規則第 

１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「第５項まで」を「第７項まで」に改める。 

 様式第１号及び様式第３号中「認定長期優良住宅建築等計画」の次に「又は認定 

長期優良住宅維持保全計画」を加える。 

 様式第４号中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計 

画」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規 

 則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ 

 る。 

                             （建築住宅課）  
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告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第329号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 
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 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において９月30日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
 福平石田線 

 
黒部市福平 201番から 
 
黒部市福平 201番まで 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大   8.8 
 

最小   7.2 
30.7 

新川土木
センター 
入善土木
事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 11.9 
 

最小  10.1 
30.7 

 

 

富山県告示第330号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において９月30日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

 
県道 
 
福平石田線 
 

 
黒部市福平 201番から 
 
黒部市福平 201番まで 
 

令和４年９月30日 

新川土木
センター 
入善土木
事務所 

 

 

富山県告示第331号 

   指定納付受託者の指定について 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 231条の２の３第１項に規定する指定納付 

受託者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第29条の２の規定により告示する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地４ 

  ウェルネット株式会社 

２ 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等 

  富山県電子申請サービスを利用した富山県の行政手続に係る申請手数料等（指 

 定納付受託者が提供する支払システム及び決済基盤を利用して納付させるものに 

 限る。）の納付 

３ 指定納付受託者が歳入等の納付事務を行う期間 

  令和４年10月１日から令和５年３月31日まで 

４ 指定納付受託者を指定した日 

  令和４年10月１日 

 

 

富山県告示第332号 

   換地処分について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定により、令和４年 

９月28日県営農地整備事業平榎地区の換地処分をしたので同条第10項の規定におい 

て準用する同法第54条第４項の規定により公告する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第333号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  山田村土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 
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年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和４年９月20日認可した。 

     令和４年９月30日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和４年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第15号 

                                本  庁  

                                出先機関  

   富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 富山県事務決裁規程（昭和62年富山県訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の１の表商工労働部労働政策課の項部局長専決事項の欄中第４号を第５ 

号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え 

る。 

 ⑵ 労働者協同組合に係る検査及び命令に関すること。 

 別表第２の１の表商工労働部労働政策課の項室課長専決事項の欄中第３号を第６ 

号とし、第２号を第５号とし、第１号を第４号とし、同欄に第１号から第３号まで 

として次の３号を加える。 

 ⑴ 労働者協同組合に関する届出の受理及び報告の徴収並びに休眠組合に関する 

  こと。 

 ⑵ 特定労働者協同組合の認定及び認定の取消し並びに合併に関すること。 

 ⑶ 労働者協同組合が行う特定非営利活動に係る事業の確認に関すること。 

 別表第２の１の表土木部管理課の項出先機関の長専決事項の欄第83号中「又は第 

５項」を「、第５項（同条第８項の規定により富山県建築審査会の同意が必要な場 

合を除く。）及び第６項」に改め、同欄第84号中「及び第５項」を「、第５項（同 

条第８項の規定により富山県建築審査会の同意が必要な場合を除く。）及び第６項」 

に改め、同表土木部道路課の項室課長専決事項の欄第14号中「第６条第１項ただし
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書」を「第６条第２項」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和４年10月１日から施行する。 

                              （人 事 課）  
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